
第２２期第６回福岡県豊前海区漁業調整委員会次第

１ 日 時 令和４年７月２７日（水） １４：００～

２ 場 所 豊前海水産会館

京都郡苅田町磯浜町１－２－６

電話 ０９３－４３４－１７０４

３ 議 題

（１）第２２期第２回周防灘三県連合海区漁業調整委員会について（協議）

資料１

（２）全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議の提案議題について

（協議）

資料２

（３）令和４年度全国海区漁業調整委員会連合会通常総会（第５８回）について

(報告）

資料３

（４）その他

４ 追加議題

（１）周防灘・伊予灘におけるいかこぎ漁業等の取り扱いに関する確認書につい

て（協議）



  

第２２期第２回周防灘三県連合海区漁業調整委員会 

 

日 時 ：令和４年８月９日(火) 午後２時００分から 

場 所 ：山口県庁１０階漁業調整委員会室 

（山口県山口市滝町１番１号） 

豊前海水産会館 

（福岡県京都郡苅田町磯浜町１丁目２番 

６号） 

大分県庁舎本館２２会議室 

（大分県大分市大手町３丁目１番１号） 

 ※各県毎の会場からウェブ上で委員会に出席  

 

 

 

 

次    第 

 

１ 開 会 

 

２ 挨 拶 

 

３ 議 事 

第１号議案 周防灘における小型機船底びき網手繰第三種漁業の操業始期 

について 

 

第２号議案 周防灘における小型機船底びき網手繰第三種漁業とふぐ延な 

わ漁業の操業調整に関する委員会指示について 

 

４ その他 

 

５ 閉 会 

 

 

    

資　　料　　１
（２２－６豊前漁調委）

（　Ｒ４．７．２７　）
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第１号議案 周防灘における小型機船底びき網手繰第三種漁業の 

操業始期について（案） 
 

 共通海域においては「１１月１０日」からとする。 

 専管海域においては、大分県が「１０月８日」、福岡県が「１１月８日」、

山口県が「１１月１０日」からとする。 
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第２号議案 周防灘における小型機船底びき網手繰第三種漁業と 

ふぐ延なわ漁業の操業調整に関する委員会指示について

（案） 
 

４三県連漁調指示第１号 

 

 周防灘における小型機船底びき網手繰第三種漁業とふぐ延なわ漁業との円滑

な操業調整を図るため、漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１

項の規定に基づき、下記のとおり指示する。 

 

  令和４年 月 日 

 

周防灘三県連合海区漁業調整委員会   

会 長  本庄 新      

 

記 

 

 周防灘における山口・福岡・大分三県間の小型機船底びき網漁業の調整に関

する協定（令和３年８月２日、山口・福岡・大分三県知事間で締結された協定）

に基づく共通海域のうち、次に掲げる適用海域内における小型機船底びき網手

繰第三種漁業（共同漁業権に基づく手繰第三種漁業を含む。以下同じ。）とふ

ぐ延なわ漁業の操業について次のように定める。 

 

１ 適用海域 

  次の、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、イの各点を順次結んだ５直線によって囲まれ

た区域 

点の位置 

イ  旧周防灘航路第２号灯浮標（世界測地系：北緯３３度４９分２２秒、東

経１３１度２３分３９秒） 

ロ  旧周防灘航路第４号灯浮標（世界測地系：北緯３３度４７分１８秒、東

経１３１度３５分２７秒） 

ハ  旧周防灘航路第４号灯浮標（世界測地系：北緯３３度４７分１８秒、東

経１３１度３５分２７秒）と山口県周南市大津島五ツ島を結んだ線と、次

のニの点と、大分県東国東郡姫島村丸石鼻突端と山口県光市室積村杵崎西

端を結んだ線と山口県防府市佐波島頂上と山口県熊毛郡上関町小祝島西

端を結んだ線との交点を結んだ線との交点 

ニ  山口県防府市タズノ鼻突端と大分県東国東郡姫島村観音埼突端を結ん

だ線と、山口県防府市竜ヶ崎突端と大分県国東市国見町竹田津琵琶埼突端

を結んだ線との交点 

ホ ニの点と山口県宇部市丸尾崎東端と大分県宇佐市長州漁港導流堤灯台

を結んだ線と山口県宇部市旧宇部岬漁港西防波堤燈柱跡に設置した標柱

と大分県東国東郡姫島村三ツ石鼻西端を結んだ線との交点を結んだ線と、
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山口県防府市佐波島頂上とイの点を結んだ線との交点 

 

２ 漁業種類及び期間 

  １１月  日から１１月３０日までの間、上記適用海域内における操業は

次のとおりとする。 

 

イ 小型機船底びき網手繰第三種漁業にあっては、毎日午前６時３０分から午

前１１時３０分までの間は操業してはならない。ただし、日曜日についてはこ

の限りでない。 

ロ ふぐ延なわ漁業にあっては、毎日午前１１時３１分から午後７時００分ま

での間は操業してはならない。 

 

３ 指示の期間 

  令和４年１１月  日から令和４年１１月３０日まで 
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資　　料　　２
（２２－６豊前漁調委）

（　Ｒ４．７．２７　）



全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議における主要提出議題

（平成２０年度以降）

会議年度 筑前海区関連議題 豊前海区関連議題 有明海区関連議題

H20年 なし なし なし

H21年 なし なし なし

H22年 なし なし なし

H23年 なし なし なし

H24年 ・我が国 EEZ 内における なし なし

韓国はえ縄漁船の操業禁止

について

H25年 ・我が国 EEZ 内における なし なし

韓国はえ縄漁船の操業禁止

について

・大中型まき網漁業及び沖

合底びき網漁業の操業禁止

区域の見直しについて

H26年 ・我が国 EEZ 内における なし なし

～ 29 年 韓国はえ縄漁船と我が国ふ

ぐはえなわ漁船の操業秩序

維持について

・大中型まき網漁業及び沖

合底びき網漁業の操業禁止

区域の見直し及び禁漁期間

の設定について

H30 年 ・日韓漁業協定における なし なし

～ R3年 はえ縄漁船の操業条件につ

いて

・大中型まき網漁業及び沖

合底びき網漁業の操業禁止

区域の見直し及び禁漁期間

の設定について

-2-



 

別紙様式１ 

 

令和４年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に 

係る提案議題（要望事項） 

福岡県連合海区漁業調整委員会 
 

 

提案議題（要望事項・協議事項・照会） 

大中型まき網漁業及び沖合底びき網漁業の操業禁止区域の見直し及び禁漁

期間の設定について 

 

 

内  容 

 本県では、沿岸漁業者の経営安定や資源保護を図るために魚礁設置等によ

る漁場造成事業、水産資源の管理、種苗放流等による資源の維持増大及び経営

の合理化等の取組を積極的に推進しております。これら施策の中で、重点的に

漁場造成事業を実施している漁場は、本県の沿岸漁業者が優先して活用でき

る漁場であると考えております。 

沖ノ島周辺の人工礁による漁場造成区域は本県の中核的な漁場であります

が、大中型まき網漁業及び沖合底びき網漁業の操業可能区域と重複している

ため、本県沿岸漁業者との間に競合やトラブルが多発しております。さらに、

本県の基幹漁業である中型まき網漁業や２そうごち網漁業は資源保護のため

３～４ヶ月の禁漁期間を設定していますが、大中型まき網漁業は周年操業と

なっており、沿岸漁業者から操業期間統一の強い要求があります。 

 大中型まき網漁業の網船に対しては、新施策として、平成２５年度に VMS シ

ステム設置が義務づけられました。しかし、船団全船への設置とはなっておら

ず、灯船による魚群の誘導などの手法が可能なため、違反防止対策としては十

分ではありません。 

 上記のことから沿岸漁業の経営安定のため、現在設定されている大中型ま

き網漁業及び沖合底びき網漁業の操業禁止区域の見直し及び禁漁期間の設定

並びに違反防止対策について、次の事項を要望します。 

  

１ 本県沖ノ島周辺海域では大規模な漁場造成事業を実施し沿岸漁業の振興

と資源の涵養を図っており、当該海域の大中型まき網漁業及び沖合底び

き網漁業の操業禁止区域を拡大すること。 

２ 資源保護のため、大中型まき網漁業にも禁漁期間を設定すること。 

３ 大中型まき網漁業に使用する全船へ VMS を設置すること。 

４ 従来からある操業禁止区域での違反操業の取締りを強化し、違反者にす

る行政処分は、迅速厳正なものとするとともに、罰則の強化を図ること。 
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別紙様式１ 

 

令和４年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に 

係る提案議題について（要望事項） 

福岡県連合海区漁業調整委員会 
 

 

提案議題（要望事項・協議事項・照会） 

日韓漁業協定におけるはえ縄漁船の操業条件について 

 

 

内  容 

 新日韓漁業協定（平成１１年１月発効）では相互入漁が原則となっています

が、それ以降我が国 EEZ 内で韓国漁船による違反操業やトラブルが多発しまし

た。 

これを受け、両国漁業関係者による民間協議の結果、平成２０年に日韓両国

間の民間協定であるEEZ内漁場での操業トラブル防止策（通称「ホットライン」）

が実施されたことにより、大きなトラブルの発生は減少しました。 

我が国が主漁場とする海域は、韓国の様々な漁業種にとっても好漁場です。 

現在、韓国との相互入漁は停止している状況ですが、相互入漁が再開された

場合、我が国漁業者は韓国漁船に相当な注意を払いながら操業しなければなら

なくなります。つきましては、我が国漁業者が安心して操業できるよう、次の

とおり要望いたします。 

 

１ 我が国の EEZ 内における韓国漁船の操業を禁止すること。 

２ 取締り強化により我が国漁船の安全操業を確保すること。 
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